
 

 

 

 

 

 

 

コスト情報の活用に向けた小グループの運営について 

（案） 
 

 

１．コスト情報の活用に向けた小グループの目的 

令和２年６月開催の「財政制度等審議会 財政制度分科会 法制・公会計部会（以下「法

制・公会計部会」と略称）」において、法制・公会計部会の下に当該部会に属する委員で

構成される小グループを設置し、コスト情報が活用されるための仕組化についての検討

を行うこととされた。 

「コスト情報の活用に向けた小グループ（以下「小グループ」と略称）」は、上記の検討

を行う際の具体的な事項として法制・公会計部会からの付託を受けた、次の事項を検討す

る。 

○ コスト情報が活用されるための課題の整理 

○ 事業別フルコスト情報（仮称）の「基本的考え方（作成基準）」の草案 

 

２．小グループの構成 

（１）小グループは、令和２年６月開催の法制・公会計部会で了承されたとおり、部会長

である黒川委員より指名された当該部会に属する委員から構成される。 

（２）小グループの座長は、構成員の中から互選により指名されるものとする。 

 

３．小グループの議事 

 （１）議事は非公開とする。ただし、小グループ終了後に、構成員の了解を得た上で資料 

及び議事概要を公表する。 

（２）小グループは、上記の目的を踏まえ、必要な都度開催することとする。 

 

４．その他 

  上記のほか、必要な事項は座長が定める。 

  

資料２ 

令 和 ２ 年 ９ 月 ○ 日 

ｺｽﾄ情報の活用に向けた小ｸﾞﾙｰﾌﾟ決定 


